
Satte City ┃ 1415┃このまちが好き幸手市

☎

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
税
務
課
、

　

納
税
課（
詳
細
は
、
各
担
当
課
へ
）

上
下
水
道
料
金
納
入
の
た
め

夜

間

窓

口

開

庁

開
庁
日　

１
月
28
日（
木
）

　

毎
月
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）上
下
水
道
料
金
を

納
入
で
き
る
よ
う
第
２
浄
水
場
を
開
庁
し
ま
す
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

下

水

道

事

業

受

益

者

負

担

金

の

納

期

で

す

　

今
月
は
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
の
第

２
期
の
納
期
で
す
。
２
月
１
日（
月
）ま
で
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

下
水
道
課
☎（
47
）３
３
４
０

県

民

の

日

各

賞

受

賞

　

受
賞
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す（
順
不
同
・
敬

称
略
）。

▼
埼
玉
県
表
彰
規
則
に
よ
る
知
事
表
彰

地
方
自
治
功
労

　

倉
繁
健
一（
市
公
平
委
員
会
委
員
）

納
税
功
労

　

新
島
育
郎（
埼
玉
県
青
色
申
告
会
連
合
会
理
事
）

消
防
功
労

　

澤
村
昭
一（
市
消
防
団
分
団
長
）

交
通
安
全
功
労

　

泉
勝
之
助（
市
交
通
指
導
員
）

警
察
功
労

　

清
水
川
幸
二（
埼
玉
県
警
部
補
）

産
業
功
労

　

服
部
政
男（
元
市
農
業
委
員
会
会
長
）

今

月

の

納

税

な

ど

市
・
県
民
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
第
４
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　
　
　

 　

第
７
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

第
７
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　
　

 　
　

第
７
期

▼
休
日
納
税
相
談

日
時　

１
月
31
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後

　

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

▼
夜
間
納
税
相
談

日
時　

１
月
12
日（
火
）午
後
５
時
15
分
～
９
時

問
合
せ　

納
税
課　

内
線
１
５
５

三

菱

Ｕ

Ｆ

Ｊ

銀

行

窓

口

で

の

納

付

の

取

り

扱

い

　

幸
手
市
に
納
め
る
市
税
な
ど
は
、
令
和
３
年

４
月
１
日
か
ら
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
本
・
支
店

の
窓
口
で
、
納
付
書
に
よ
る
納
付
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

※
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
は
、
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

会
計
課　

内
線
１
１
３

市

役

所

休

日

開

庁

開
庁
日　

１
月
31
日（
日
）　

　

毎
月
最
終
日
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
、
市
役
所
の
一
部
を
開
庁
し
ま
す
。

■
11
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
０
１
件（
交
通
事
故
22
件
、
急
病
１
２
４
件
、
そ
の
ほ
か
55
件
）

火
災
発
生
件
数
２
件　

火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

▼「
県
民
の
日
」記
念
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

入
選　

髙
橋
く
る
み（
行
幸
小
５
年
）

▼
シ
ラ
コ
バ
ト
賞

心
の
ふ
れ
あ
い
を
深
め
る
活
動

　
「
な
で
し
こ
」

　

フ
ラ
・
プ
ア
プ
ア

問
合
せ　

秘
書
課　

内
線
２
２
３

農

業

委

員

募

集

募
集
人
数　

14
人

任
期　

令
和
３
年
８
月
７
日
～
令
和
６
年
８
月
６
日

報
酬　

月
額
２
万
６
１
０
０
円（
会
長
３
万
３　

　

３
０
０
円　

会
長
代
理
２
万
８
８
０
０
円
）

業
務
内
容　

農
地
法
の
許
認
可
業
務
な
ど

募
集
期
間　

１
月
25
日（
月
）
～
３
月
５
日（
金
）

※
必
要
書
類
は
農
業
振
興
課
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

※
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
募
集
に
つ
い
て

　

は
、
本
紙
２
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

農
業
振
興
課　

内
線
５
３
６

行

政

書

士

無

料

相

談

会

日
時　

１
月
19
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金
銭
貸
借

　

な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、
農
地
転
用
、
交
通

　

事
故
示
談
、
外
国
人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ	

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部
支
部
☎

　

０
４
８
（
８
１
２
）
５
０
９
２

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

相

談

会

日
時　

１
月
21
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分
筆
、
地
目

　

変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ	

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部
☎（
25
）

　

１
２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋
調
査
士
会
埼
葛

　

支
部
☎（
31
）８
５
５
３

市
内
小
・
中
学
校
入
学
説
明
会

　

令
和
３
年
度
に
市
内
小
・
中
学
校
に
入
学
予

定
の
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
を
対
象
に
、
入
学

説
明
会
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は
各
学
校
か
ら

の
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
６
２
６

生
活
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
出
張
相
談

　
「
支
払
い
の
滞
納
」「
収
入
が
不
安
定
」「
病
気

で
働
け
な
い
」な
ど
、
経
済
的
な
困
窮
だ
け
で
は

な
く
、「
社
会
に
出
る
の
が
不
安
」「
家
族
の
ひ

き
こ
も
り
」な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
無
料
で

お
受
け
し
て
い
ま
す
。

日
時　

毎
週
月
曜
～
金
曜
日
午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分

場
所　

社
会
福
祉
協
議
会（
ウ
ェ
ル
ス
幸
手
内
）

▼
出
張
相
談（
要
予
約
）

日
時　

①
１
月
15
日（
金
）、
②
29
日（
金
）、
③
２

　

月
12
日（
金
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

①
・
③
ウ
ェ
ル
ス
幸
手
第
３
会
議
室　

②

　

幸
手
団
地
集
会
所

申
込
み
・
問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）

　

３
２
７
７

巡

回

聴

覚

障

害

者

相

談

日
時　

１
月
20
日（
水
）午
前
10
時
～
正
午

場
所　

勤
労
福
祉
会
館　

対
象　

聴
覚
障
害
者
ま
た
は
聴
覚
障
害
者
と
関
わ

　

り
の
あ
る
人

※
午
後
は
訪
問
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
希
望
す

　

る
人
は
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

埼
玉
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー
☎
０

　

４
８（
８
１
４
）３
３
５
３
・

０
４
８（
８
１

　

４
）３
３
５
５

覚
え
て
く
だ
さ
い
！
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク　
　
　

▼
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
と
は
？

　

援
助
や
配
慮
を
必
要
と

し
て
い
る
人
が
、
周
囲
の

人
に
配
慮
を
必
要
と
し
て

い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
で
、
援
助
を
得
や

す
く
な
る
よ
う
作
成
さ
れ
た
マ
ー
ク
で
す
。

▼
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す

　

外
見
で
は
健
康
に
見
え
て
も
疲
れ
や
す
か
っ

た
り
、
同
じ
姿
勢
を
保
つ
こ
と
が
困
難
な
人
、

ま
た
、
災
害
時
や
緊
急
時
な
ど
に
自
分
で
安
全

に
移
動
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
も
い
ま
す
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
付
け
て
い
る
人
を
見
か
け

た
ら
、
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。

配
付
窓
口　

社
会
福
祉
課

※
障
が
い
者
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
も
利

　

用
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
５
・


　
（
43
）５
６
０
０

建

築

無

料

相

談

会

日
時　

２
月
２
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
改
築
・
リ
フ
ォ
ー

　

ム
・
耐
震
相
談
な
ど　

※
建
築
指
導
課（
内
線
５
７
２
）で
も
問
合
せ
を

　

お
受
け
し
ま
す
。

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎（
34
）３

　

３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）

　

３
８
１
２
、（
一
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支

　

部
・
幸
手
部
会
☎（
48
）０
８
７
５

不

動

産

無

料

相

談

室

日
時　

２
月
２
日（
火
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と
、
分

　

か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

　

会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

市
営
住
宅
（
幸
団
地
）
入
居
者
募
集

所
在
地　

中
３
‐
５
‐
32
、
36

戸
数　

２
Ｋ
１
戸（
２
階
）、
３
Ｄ
Ｋ
１
戸（
２
階
）

入
居
資
格　

①
市
内
在
住
・
在
勤　

②
同
居
す

　

る
親
族
が
い
る　

③
月
収
15
万
８
０
０
０
円

　

以
下　

④
税
金
の
滞
納
が
な
い　

⑤
暴
力
団

　

員
で
は
な
い

申
込
み　

１
月
４
日（
月
）
～
１
月
22
日（
金
）に

　

申
込
書（
建
築
指
導
課
で
配
布
）に
必
要
事
項

　

を
記
入
し
提
出

※
現
在
自
己
所
有
住
宅
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
、
県

　

営
住
宅
に
居
住
の
人
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。
た　

　

だ
し
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
な
ど
に
お
住
ま
い
の
人

　

は
、申
込
み
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご　

　

相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

建
築
指
導
課　

内
線
５
７
３

埼
玉
東
部
消
防
組
合
建
設
工
事
等

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
受
付

　

令
和
３
年
度
～
４
年
度
に
埼
玉
東
部
消
防
組

合
が
実
施
す
る
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、

維
持
管
理
業
務
お
よ
び
物
品
供
給
等
の
入
札
に

参
加
希
望
す
る
場
合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。

受
付
期
間　

１
月
25
日（
月
）か
ら
２
月
５
日（
金
）

　

ま
で
に
郵
送（
当
日
消
印
有
効
）に
て

※
申
請
書
類
な
ど
は
、
当
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

埼
玉
東
部
消
防
組
合
消
防
局
☎（
21
）

　

２
７
１
１

あ
た
ま
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
（
無
料
）

日
時　

１
月
25
日（
月
）午
前
９
時
30
分（
１
人

　

あ
た
り
45
分
、
最
終
受
付
午
後
３
時
）

場
所　

ウ
ェ
ル
ス
幸
手

内
容　

認
知
症
予
防
の
ア
ド
バ
イ
ス
お
よ
び
相

　

談
、
記
憶
力
チ
ェ
ッ
ク

対
象　

市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

定
員　

15
人（
申
込
み
順
）

申
込
み　

電
話
ま
た
は
介
護
福
祉
課
窓
口
へ

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
３
８
・


　
（
43
）５
６
０
０

幸手市公共施設個別施設計画を策定
　市の保有する公共施設などのうち建築物系公共施設を対

象として「幸手市公共施設個別施設計画」を策定しました。

対象期間　幸手市公共施設等総合管理計画の計画期間であ

　る 40 年のうち、8年間（令和 3年度～令和 10 年度）

対象施設　上下水道および公園などのインフラ施設に附属

　する建築物を除く施設（76 施設約 13.6 万㎡）

▼適正配置についての基本方針

　方針 1　施設総量の適正化

　方針 2　必要な機能の維持

　方針 3　耐久性の確保

▼個別施設についての基本方針

　方針 1　計画的な維持管理による長寿命化の推進

　方針 2　施設の特性に合わせた維持管理の推進

　方針 3　施設の性能向上と環境負荷の低減

※この計画は、市役所政策課窓口のほか、市ホームペー　

　ジでも閲覧できます。
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